
 

新 潟 県 柏 崎 市 子 育 て 世 帯 移 住 ・ 就 業 者 支 援 補 助 金 交 付 要 綱  

（趣旨）  

第１ 条  この 要綱 は、 子育 て世 帯の 移住 ・定 住の 促進 及び 市内 中小 企業 等

の人 手不 足の 解消 に資 する ため 、東 京圏 から 市内 へ移 住し 、就 業又 は起

業等をし た子育て 世帯 の者 に対し 、柏 崎市子 育 て 世 帯 移 住 ・ 就 業 者 支

援 補 助 金 （ 以 下 「補 助 金 」 と い う 。） を 交 付 す る こ と につ い て 、 新 潟 県

柏崎 市補 助金 等交 付規 則（ 昭和 ５０ 年規 則第 ２９ 号。 以下 「交 付規 則」

という。） に定め る もののほ か、必要 な事項を 定めるも のとする 。  

 （定義 ）  

第２ 条  この 要綱 にお いて 、次 の各 号に 掲げ る用 語の 意義 は、 当該 各号 に

定めると ころによ る。  

⑴   東京圏  東京都 、埼玉県 、千葉県 及び神奈 川県をい う。  

⑵  条 件 不 利 地 域  過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関 す る 特 別 措 置 法

（令 和３ 年法 律第 １９ 号）、山 村振 興 法（ 昭和 ４０ 年法 律第 ６４ 号）、

離島振興 法（ 昭和２ ８年法律 第７２号 ）、半島 振興法（昭 和 ６０年法 律

第６３号 ）又 は小笠 原諸島振 興開発特 別措置法 (昭和４ ４ 年法律第 ７９

号）の指 定区域を 含む市町 村（政令 指定都市 を除く。） をいう。  

⑶  移住 支援 事業  新 潟県 子育 て世 帯移 住・ 就業 支援 事業 実施 要領 （以

下「新潟 県実施要 領」とい う。）第 ４ に定める 事業をい う。  

⑷  マッ チン グサ イト  新 潟県 実施 要領 第４ （１ ）② に定 める イン ター

ネットサ イトをい う。  

⑸  起業 支援事業  新潟県 実施要領 第４第（１）⑤ に定 める事業 をいう。  

⑹  子育 て世帯  次のいず れにも該 当する世 帯をいう 。  

 ア  申 請者 及び １８ 歳未 満の 者を 含む ２人 以上 の世 帯員 が移 住元 にお

いて、住 民票の上 で同一世 帯に属し ていたこ と。  

イ  申請 者及 び１ ８歳 未満 の者 を含 む２ 人以 上の 世帯 員が 申請 時に お

いて、住 民票の上 で同一世 帯に属し ているこ と。  

ウ  申請 者及 び１ ８歳 未満 の者 を含 む２ 人以 上の 世帯 員が いず れも 、

令和６年 ４月１日 以後に市 内に住民 票を移し て転入し たこと。  

エ  申請 者及 び１ ８歳 未満 の者 を含 む２ 人以 上の 世帯 員が いず れも 、

申請時に おいて転 入後１年 以内であ ること。  

オ  申請 者及 び１ ８歳 未満 の者 を含 む２ 人以 上の 世帯 員が いず れも 、

暴力 団等 の反 社会 的勢 力又 は反 社会 的勢 力と 関係 を有 する 者で ない

こと。  



 

 （交付 対象者）  

第３ 条  補助 金の 交付 対象 者は 、 子 育て 世帯 に属 する 次の いず れに も該 当

する者と する。  

⑴   移住元 に関して 次のア 、 イ及びウ に該当す る者  

ア  市内 に住 民票 を移 す直 前の １０ 年間 のう ち通 算５ 年以 上 、 東京 圏

のうち条 件不利地 域以外の 地域に 在 住してい たこと。  

イ  市内 に住 民票 を移 す直 前に 連続 して １年 以上 、 東 京圏 のう ちの 条

件不利地 域以外の 地域 に在 住してい たこと。  

ウ  柏崎 市首 都圏 移住 ・就 業者 支援 補助 金 交 付要 綱の 第３ 条第 １号 に

定める移 住元に関 する要件 に該当し ないこと 。  

⑵  補助 金申 請日 から ５年 以上 、継 続し て 市 内に 居住 する 意思 を有 して

いる者  

⑶  日本 人で ある 、又 は外 国人 であ って 、永 住者 、日 本人 の配 偶者 等、

永住 者の 配偶 者等 、定 住者 、特 別永 住者 のい ずれ かの 在留 資格 を有 す

る者  

⑷  別表 第１のい ずれかに 該当する 者  

⑸  前各 号に 掲げ るも のの ほか 、市 長が 新潟 県と 協議 の上 、不 適当 と認

めたもの でない者  

（補助金 の額）  

第４ 条  補助 金の 交付 額は ５０ 万円 とし 、 予 算で 定め る範 囲内 にお いて こ

れを交付 するもの とする。  

（補助金 の交付申 請 及び実 績報告 ）  

第５ 条  申請 者は 、柏 崎市 子育 て世 帯移 住・ 就業 者支 援補 助金 交付 申請 書

兼実 績報 告書 （別 記第 １号 様式 ）に 次に 掲げ る書 類を 添え て、 市長 に提

出しなけ ればなら ない。  

⑴   本人で あること が確認で きる身分 証明書の コピー  

⑵   申請者 と世帯員 分の住民 票の写し  

⑶   申請者 と世帯員 分の 移住 元の住民 票除票の 写し  

⑷   別表第 ２のうち 申請者が 該当する 書類  

（補助金 の交付決 定及び交 付額の確 定 ）  

第６ 条  市長 は、 前条 の規 定に よる 申請 を受 理し た場 合 は 、そ の内 容を 審

査し 、適 当と 認め たと きは 、 必 要な 条件 を付 して 補助 金の 交付 を 決 定す

るととも に 、その額 を確定し 、柏 崎市 子 育 て 世 帯 移 住 ・ 就 業 者 支 援 補

助金 交付 決定 通知 書 兼 確定 通知 書 （ 別記 第５ 号様 式） によ り、 速や かに



 

申請 者に 通知 し、 補助 金を 交付 する もの とす る。 また 、不 適当 と認 めた

と き は 、 補 助 金 を 交 付 し な い こ と を 決 定 し 、 柏 崎 市 子 育 て 世 帯 移 住 ・

就 業 者 支 援 補助金 不交付決 定通知書（ 別記第６ 号様式）に より、申 請者

に通知す るものと する。  

（補助金 の返還）  

第７ 条  前条 の規 定に より 補助 金の 交付 決定 を受 けた 者（ 以下 「 交 付決 定

者」という。）は、次の各号 のいずれ かに該当 するとき は、補助金の 交付

決定 額の うち 当該 各号 に定 める 額 を 返還 しな けれ ばな らな い。 ただ し、

市長 が新 潟県 と協 議の 上、 やむ を得 ない 事情 があ ると 認め たと き は 、こ

の限りで ない。  

⑴   補助金 の申請に 関し、偽り その他 不 正の行為 が明らか となった とき  

全額  

⑵   補助金 交付申請 日から３ 年未満に 市外へ転 出したと き  全額  

⑶   補 助 金 交 付 申 請 日 か ら １ 年 以 内 に 補 助 金 交 付 の 要 件 を 満 た す 職 を

辞したと き  全額  

⑷   新 潟 県 が 実 施 す る 起 業 支 援 事 業 の 補 助 金 の 交 付 決 定 が 取 り 消 さ れ

たとき  全額  

⑸   補 助 金 交 付 申 請 日 か ら ３ 年 以 上 ５ 年 以 内 に 市 外 へ 転 出 し た と き  

半額  

（報告・ 調査）  

第８ 条  市長 は、 交付 決定 者に 対し 、補 助金 に関 して 報告 を求 め、 又は 立

入調査を 行うこと ができ、交付 決定者 は、これに応 じなけ ればなら ない。  

（その他 ）  

第９ 条  この 要綱 に定 める もの のほ か、 補助 金に 関し 必要 な事 項は 、市 長

が別に定 める。  

附  則  

（施行期 日）  

１  この 要綱は、 令和６ 年 ４月１日 から施行 する。  

（失効）  

２  この 要綱は、 令和１１ 年３月３ １日限り 、その効 力を失う 。  

 

別表第１ （第３条 関係）  

就 業 申 請 者

（ 一 般 の 場

次に掲げ る全てに 該当する こと。  

１  新 潟 県 が 移 住 支 援 金 の 対 象 と し て マ ッ チ ン グ サ



 

合）  イトに掲 載 した求 人に応募 して就業 したこと 。  

２  勤務 地が、東京 圏以外の 地域又は 東京圏内 の条件

不利地域 に所在す ること。  

３  就業 先が、３親 等以内の 親族が代 表者 、取 締役な

ど の 経 営 を 担 う 職 務 を 務 め て い る 法 人 等 で な い こ

と。  

４  週 ２ ０ 時 間 以 上 の 無 期 雇 用 契 約 に 基 づ い て 移 住

支援金対 象企業に 就業して いること 。  

５  １の 求人への 応募日が、新 潟県が 移住支援 金の対

象 と し て マ ッ チ ン グ サ イ ト に 求 人 を 掲 載 し た 日 以

降である こと 。  

６  当 該 法 人 等 に 補 助 金 の 申 請 日 か ら 起 算 し て ５ 年

以上継続 して勤務 する意思 を有して いること 。  

７  転勤、出向 、出 張、研修等 による 勤 務地の変 更で

はなく、 新規の雇 用である こと 。  

就 業 申 請 者

（ 専 門 人 材

の場合）  

プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 事 業 又 は 先 導 的 人 材 マ ッ チ

ング事業 を利用し て就業し た者は、次 に掲げる 事項の

全てに該 当するこ と。  

１  勤務 地が、東京 圏以外の 地域又は 東京圏内 の条件

不利地域 に所在す ること。  

２  週 ２ ０ 時 間 以 上 の 無 期 雇 用 契 約 に 基 づ い て 就 業

している こと。  

３  当該 就業先に おいて、補助 金の申 請日から 起算し

て ５ 年 以 上 継 続 し て 勤 務 す る 意 思 を 有 し て い る こ

と。  

４  転勤、出向、出 張、研修等 による 勤 務地の変 更で

はなく、 新規の雇 用である こと。  

５  目 的 達 成 後 の 解 散 を 前 提 と し た 個 別 プ ロ ジ ェ ク

トへの参 加等、離 職するこ とが前提 でないこ と。  

起業申請 者  補助金の 申請日か ら起算し て １年前 までに、新潟 県が

実 施 す る 起 業 支 援 事 業 の 起 業 支 援 金 の 交 付 決 定 を 受

けている こと。  

テ レ ワ ー ク 次に掲げ る全てに 該当する こと。  



 

申請者  １  所属 先企業等 からの命 令ではな く、自己の意 思に

より移住 した場合 であって、移 住先を 生活の本 拠と

し、移住 元での業 務を引き 続き行う こと。  

２  デジ タル田園 都市国家 構想交付 金（デジタル 実装

タイプ（地 方創生 テ レワーク 型））又は その前歴 事業

を活用し た取組の 中で、所属先 企業等 から当該 移住

者に資金 提供され ていない こと。  

関 係 人 口 申

請者  

住民登録 時点で５ ０歳以下 の者であ り、次のいず れか

に該当す ること。  

１  転入 前に柏崎 市の移住 セミナー（ 一般就職 、就農

セミナー 及び看護・介護職セ ミナーな ど就業相 談を

含む。）へ の参加 経 験がある 者  

２  転入 前から柏 崎ファン クラブの 会員であ る者  

３  転 入 前 か ら ブ ル ボ ン ウ ォ ー タ ー ポ ロ ク ラ ブ 柏 崎

のサポー ターズク ラブの会 員である 者  

４  柏崎 市内の二 大学（新潟 産業大学 、新潟工科 大学）

の卒業者  

 

別表第２ （第５条 関係）  

就業申請 者  就業証明 書（別記 第２号様 式）  

 

起業申請 者  

 

新 潟 県 が 実 施 す る 起 業 支 援 事 業 の

起 業 支 援 金 の 交 付 決 定 通 知 書 の コ

ピー  

テレワー ク申請者  就業証明 書（テ レワ ーク）（別 記第

３号様式 ）  

関係人口 申請者  

（ 柏 崎 市 の 移 住 セ ミ ナ ー 参 加

経 験 者 、 柏 崎 フ ァ ン ク ラ ブ 会

員、ブル ボンウ ォー ターポロ ク

ラ ブ 柏 崎 の サ ポ ー タ ー ズ ク ラ

ブ会員の 場合）  

柏 崎 市 首 都 圏 移 住 ・ 就 業 者 支 援 補

助 金 に お け る 関 係 人 口 証 明 書 （ 別

記第４号 様式）  



 

関係人口 申請者  

（柏崎市 内の二大 学〔新潟 産業

大学、新 潟工科 大学 〕の卒業 者

の場合）  

各大学の 卒業証明 書  

 


